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診療報酬改定（病理・細胞診 特殊染色加算） 

のお知らせ 
 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り 

厚くお礼申し上げます。 

この度、令和８年度診療報酬改定に伴い、病理および細胞診における特殊染色加算 

が新設されましたので、下記の通りご案内申し上げます。 

ご利用の先生方には何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。 

謹白 

 

記 
 

【細胞診検査】  

  実施方法 

 ご依頼内容、または必要に応じて検査室の判断により特殊染色を実施いたします。 

  結果表示 

 報告書所見欄に、特殊染色実施の旨を記載いたします。 
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【病理検査】  

  実施方法 

 ご依頼内容、または診断医の判断により特殊染色を実施いたします。 

  結果表示 

 所見欄を含む備考欄へ、特殊染色実施の旨を記載いたします。 

 

【新】                               【現】 
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